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電
子
申
請
は
、
申
請
や
届
出
を
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
行
う
た
め
、
パ
ソ
コ

ン
、
プ
リ
ン
タ
ー
な
ど
の
機
器
や
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
接
続
環
境
が
必
要
で
す
。

電
子
申
請
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

介
し
て
の
証
明
書
や
許
可
証
の
交
付
は
い

た
し
ま
せ
ん
。
従
来
ど
お
り
窓
口
や
郵
送

で
の
交
付
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
手
数
料

な
ど
の
納
付
は
従
来
ど
お
り
市
役
所
名
寄

庁
舎
、
風
連
庁
舎
、
智
恵
文
支
所
窓
口
で

納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

担
当
職
員
に
よ
る
面
談
や
書
類
の
提
出

が
必
要
な
手
続
き
も
あ
り
ま
す
。
該
当
す

る
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
市

役
所
庁
舎
窓
口
へ
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

電
子
申
請
で
は
、
な
り
す
ま
し
や
改
ざ

ん
を
防
止
す
る
た
め
に
、
一
部
の
申
請
な

ど
で
電
子
署
名
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

に
電
磁
的
記
録
を
し
た
電
子
証
明
や
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
で
す
。
電
子
証

明
書
は
市
役
所
市
民
課
市
民
係
に
事
前
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
の
際
は
、
次
の
点
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

証
明
書
・
許
可
証
の
交
付
や
手
数
料
の
納
付
は
従
来
ど
お
り
で
す

インターネットから
各種申請や手続きが可能に

市
は
、
道
内
自
治
体
と
共
同
で
構
築
し
た
「
北
海
道
電
子
自
治
体
共
同
シ
ス
テ

ム
」
を
利
用
し
た
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
を
、
11
月
１
日
か
ら
開
始
い
た
し
ま
す
。

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
は
、
従
来
書
面
に
よ
り
市
役
所
の
窓
口
で
行
わ
れ
て
い
た

申
請
業
務
を
電
子
化
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
も
の
で
す
。
市
役
所
へ
の
申
請
や
届
出
な
ど
が
で
き
る
電
子
申
請
と
、
申
請
・

届
出
様
式
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
る
２
つ
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
家
庭
や
職
場
か
ら
、
距
離
的
・
時
間
的
な
制
約
に
と
ら
わ
れ
ず

に
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

11
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
る
電
子
申
請
は
次
の
申
請
・
届
出
を
予
定
し
て
い
ま

す
。（
申
請
・
届
出
様
式
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
は
、
名
寄
市
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

北海道電子自治体共同システムは、北海道

の複数の自治体が共同で運営する総合窓

口、電子申請システムなどの総称です。

電子申請や申請・届出様式ダウンロードの詳細や方法

については、名寄市ポータルサイトをご覧ください。

http://city.nayoro.lg.jp/

住民基本台帳
住民票交付申請
住民票除票交付申請
付記転出届
印鑑登録証明書交付申請

【担当：市民係】

環境衛生
犬の登録事項変更届
犬の死亡届

【担当：生活環境係】

老人保健
老人保健受給資格取得届
老人保健受給資格喪失届
老人保健受給資格変更届
【担当：年金老人保健係】

電子申請ができる手続き

市税
所得証明書交付申請

【担当：市民税係】

介護
介護保険料還付金受領口座指定届

【担当：介護保険係】

上下水道
上下水道使用開始届
上下水道使用中止届
【担当：上下水道室業務係】

問
い
合
わ
せ

名
寄
庁
舎

０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

風
連
庁
舎

０
１
６
５
５
③
２
５
１
１


